
 

 

公聴会に参加する者等の実費弁償に関する条例及び瀬戸市職員定数条例

の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２８年１２月２６日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第４３号 

公聴会に参加する者等の実費弁償に関する条例及び瀬戸市職員定

数条例の一部を改正する条例  

（公聴会に参加する者等の実費弁償に関する条例の一部改正）  

第１条 公聴会に参加する者等の実費弁償に関する条例（昭和３２年瀬戸

市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 前条の公聴会に参加した者等とは、次に

掲げる者をいう。 

第２条 前条の公聴会に参加した者等とは、次に

掲げる者をいう。 

⑴から⑸まで ＜省略＞ ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

⑹ 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）第３５条第１項の規定により出

頭した者 

⑹ 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）第２９条第１項の規定により出

頭した者 
  

（瀬戸市職員定数条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市職員定数条例（昭和３６年瀬戸市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 



 

 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１３８条第６項、第１７２条第

３項、第１９１条第２項及び第２００条第６

項、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

１６条、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第１２条第９項、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第２６条第２

項、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第１１条第２項並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第１９条及び第３１条第３項の規定に基づ

き、常勤の職員で一般職に属するもの（臨時的

に任用される職員及び休職者を除く。）の定数

に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１３８条第６項、第１７２条第

３項、第１９１条第２項及び第２００条第６

項、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

１６条、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第１２条第９項、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第２０条第２

項、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）

第１１条第２項並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第１９条及び第３１条第３項の規定に基づ

き、常勤の職員で一般職に属するもの（臨時的

に任用される職員及び休職者を除く。）の定数

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定数）  （定数） 

第２条 職員の定数は、次の各号に定めるところ

による。 

第２条 職員の定数は、次の各号に定めるところ

による。 

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

 ⑻ 農業委員会等に関する法律第２６条第２項

に規定する農業委員会の職員 ５人 

 ⑻ 農業委員会等に関する法律第２０条第２項

に規定する農業委員会の職員 ５人 

 ⑼から⑾まで ＜省略＞  ⑼から⑾まで ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  


